
 

 

 

令和８年度 

戦略分野新製品開発促進事業費補助金 

【募集要項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（募集・申込期間） 

令和８年４月下旬～令和８年５月下旬予定 

※事務局の委託事業者が決定次第（４月下旬予定）、募集を開始いたします。 

 

 

（申込・問合せ先）  

 ※事務局の委託事業者が決定次第、記載いたします。 

決定前までは、下記にお問い合わせください。 

茨城県産業戦略部技術振興局 科学技術振興課 研究開発推進グループ 

〒310－8555 水戸市笠原町978番６ 

TEL 029－301－2499（直通） 

Mail kagaku02@pref.ibaraki.lg.jp 

 

  

mailto:kagaku02@pref.ibaraki.lg.jp
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１ 事業の目的・概要 

国は、宇宙、半導体、ＧＸ、フュージョン等の戦略分野において、官民連携による先手を打

った戦略的な投資を行うことで、先端技術の開発と社会実装を加速させ、日本経済の新たな成

長の実現を目指すこととしています。 

本県は、研究機関やものづくり産業など科学技術と産業が集積しており、先端技術の開発や

社会実装をけん引できる優位性を持っています。 

県では、このような強みを活かして、新製品開発や新分野進出を目指す県内中小企業の競争

力向上を推進するため、成長が見込まれる戦略分野における新製品開発に要する経費を一部補

助いたします。 

 

２ 応募資格 

 次の(１)～(８)のすべてを満たす者。 

（１）茨城県内に本社または研究・開発・製造拠点を有する中小企業（中小企業基本法（昭和

38年法律第 154 号）第２条に規定する中小企業者） 

※県内に営業所を有するのみの中小企業は対象外 

（２）ＡＩ・半導体、量子、バイオ、航空・宇宙、フードテック、エネルギー・ＧＸ、創薬・先

端医療、フュージョンエネルギー、マテリアル（素材）、情報通信等の成長が見込まれる

分野で新製品開発等に取り組んでいること、または今後取り組む予定であること                            

（３）補助事業終了後も、引き続き３年以上県内の活動拠点において、事業活動を継続する予

定であること 

（４）県税に未納がないこと 

（５）民事再生法又は会社更生法による申立て等、補助事業の継続性について不確実な状況が

存在していないこと 

（６）補助事業の実施にあたり、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること 

（７）茨城県暴力団排除条例（平成 22 年茨城県条例第 36 号）第２条第１号から同条第３号及

び同条第５号に規定する者ではないこと 

（８）その他、知事が補助金の支出先として適切ではないと判断する者ではないこと 

 

３ 事業実施期間 

  交付決定日～令和９年１月 31日（日） 

 

４ 補助内容 

 【対象事業】 

 ・主に政府が定める戦略分野における、先端技術を活用した新製品・新サービスの開発 

・補助事業終了後、概ね３年以内の製品化・サービス化により事業化が見込まれる開発を

対象とする。また、既存製品・サービスの大幅な改良も対象とする。 

・事業実施期間内に、導入した機械を用いて開発、実証実験等を実際に行う計画を対象と

する（ただし、事業実施期間内の開発完了までを求めるものではない。）。 

・事業実施期間中に、単に機械装置を購入・設置しただけで終了する事業は対象外とする。 

・既存製品の増産目的や、既存の市販ソフトウェアや機械を導入した生産効率化・業務効

率化を目的とするような、新しい開発を伴わない導入は対象外とする。 
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・本事業は、先端技術を活用した新製品・新サービスの開発支援を目的としているため、

単なるレシピ製品の開発や作品製作など、技術的な新規性が低いものは対象外とする。 

【補助金額】 

上限 1,000万円  ※下限は 100万円 

【補 助 率】 

２／３  ※特に優れた提案（評価上位５件以内）は３／４ 

【対象経費】 

以下の(１)～(５)の条件のいずれにも適合し、次の「対象経費一覧」に該当する経費 

(１) 補助事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限であること 

(２) 補助対象期間内に発注または契約し、取得、支払いが完了していること 

(３) 補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、補助事業に係るものとし

て、明確に区分できる経費であること 

(４) 補助対象経費で得た財産の所有権が補助事業者に帰属すること 

(５) 同一の内容で他の公的な補助金や助成金を受給し、又はその決定を受けていないこと 

＜対象経費一覧＞ 

区分 対象経費 内容 

事

業

費 

(１)原材料費 

 

原材料を購入するための経費を対象とし、次に掲げることを遵

守すること 

① 補助事業者は、品目ごとにその受払いを明確にすること 

② 補助事業者は、開発等の途上において発生した仕損じ品等が

発生した場合は写真を撮影しておくこと 

【補助対象外の例示】 

① 補助事業終了時点での未使用分 

② 使用の妥当性が認められないもの 

(２)会場借料 実証実験等を実施するフィールド等の利用料を対象とする。 

(３)機械装置

購入費 

 県内の拠点に設置する機械装置、ソフトウェアを購入するため

の経費を対象とする。 

※事業期間中の実証・開発等に使用するものとする。ただし、事

業終了後は、生産転用前に知事への事前承認申請により承認を

得ることで、当事業に関連して開発した製品への生産転用をす

ることができる。 

【補助対象外の例示】 

① パソコン、タブレット等の汎用性のあるもので、補助事業終

了後に他事業へ転用できるもの。ただし、補助事業にのみ使

用することが明らかなものは除く 

② 中古品（３社の見積もりがある場合を除く） 

 (４)技術コンサ

ルタント料 

 技術に係る指導を技術コンサルタント等に依頼するために要す

る経費を対象とする。 

【補助対象外の例示】 

① 指導・アドバイス等の内容が確認できないもの 

② 助成対象期間外の依頼 
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(５)外注加工費 

 

原材料等の加工及び設計等を外注するための経費を対象とす

る。ただし、外部委託に係る経費は補助対象経費の１/２以内を限

度とする。 

【補助対象外の例示】 

 外注先が購入する機器・設備等 

(６ )設備の改

良・修繕費 

 県内の拠点における設備の改良・修繕をするための経費で、次

に掲げるものを対象とする。 

① 機能を高め又は耐久性を増すために行う改良 

② 原状回復等を行う修繕 

【補助対象外の例示】 

① 設備設置のための基礎工事及びこれに伴う建屋の建設費 

② 設備の製造及びこれに伴う据付費 

(７)調査・分析

外注費 

調査及び分析等を外注するために要する経費を対象とする。た

だし、外部委託に係る経費は補助対象経費の１/２以内を限度とす

る。 

(８)技術導入費 知的財産権等外部から技術導入が必要となる場合に、権利者等

に支払われる経費を対象とする。 

(９)機械装置等

借料 

機械装置等を賃貸借するための経費を対象とする。 

(10)雑役務費  臨時的、スポット的な位置付けで雇用するガードマンやアル 

バイト等に対する賃金及び交通費等を対象とする。 

【補助対象外の例示】 

① 補助事業者（個人事業主含む）の役員、従業員及びそれらと

生計を一にする親族の人件費 

② 恒常的な雇用と認められるもの。 

(11)委託費 補助事業の一部を外部機関に委託するための経費を対象とす

る。ただし、外部委託に係る経費は補助対象経費の１/２以内を限

度とする。 

(12）その他知事

が必要と認める

経費 

 上記補助対象経費以外に知事が支援事業実施のために特に必要

と認める経費を対象とする。 

事

務

費 

(13)通信運搬費  運送料、郵送料、宅配料等を対象とする。 

※補助事業者は送付先、送付内容（件名）、単価、件数等を明確に

すること 

【補助対象外の例示】 

① 電話料 

②（郵便切手購入の場合）補助事業終了時点での未使用分 

   ※上記に定めのない経費について認める場合、別途基準を示します。 
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 （注）対象経費とならない場合の例 

  １ 事業中及び事業終了後に他の目的で利用すること 

  ２ 本事業で購入したもの及び制作した試作品等を事業中及び事業終了後に販売すること 

３ 補助事業に直接関係のない物品の購入、委託等の経費 

４ 帳票等に不備のある経費（見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等

が確認できない場合） 

  ５ クレジットカード等により支払いが行われた際に付与されたポイント分 

  ６ 親会社、子会社、グループ企業等関連会社（自社と資本関係のある会社、役員及び社員

を兼任している会社、代表者の親族が経営する会社等）との取引 

  ７ 一般的な事務（経理事務や補助事業に係る提出書類の作成事務等）に係る経費 

  

 

５ 補助事業のスケジュール（予定） 

令和８年４月下旬 

～令和８年５月下旬 

募集期間  

※必要に応じて、事務局に事前相談が可能です 

令和８年５月下旬～６月下旬 審査、採択事業者の決定、補助金交付決定 

交付決定後 

～令和９年１月 31日（日） 

事業実施期間（開発、実証実験等） 

※支払いまで済んでいるものが対象 

令和９年２月５日（金） 実績報告期限 

令和９年２月５日（金） 

 ～３月１日（月） 
現地調査 

令和９年３月末 補助金額確定、県からの支払 

 

６ 申請書類の作成及び提出 

(１) 申請書類の作成 

交付要項及び交付申請書は茨城県ウェブサイトよりダウンロードすることができます。 

○「令和８年度戦略分野新製品開発促進事業費補助金」 

URL  https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kagaku/kenkyu/robot_top.html 

※事務局の委託事業者が決定次第（４月下旬予定）、募集を開始いたしますの

で、その際に委託事業者のウェブサイトを記載いたします。 

 

(２) 提出書類 

ア 申請書（様式第１号） 

イ 法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書。発行後３か月以内のもの。）または開業届

の写し 

※事業を行う予定の者は、申請後３か月以内に法人登記事項証明書（履歴事項全部証明

書）又は管轄の税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し（税務署受付

印があるもの）を提出すること。 

ウ 県税に未納がないことの証明書（県税事務所発行） 

エ 確定申告書の写し（直近２期分） 

https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kagaku/kenkyu/robot_top.html
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※決算書(貸借対照表、損益計算書等)の写しでも可。 

※最初の決算期を迎えていない場合は、今期の収支予算書および事業計画書（様式任意）

を提出してください。 

オ 戦略分野の開発内容、技術要素の概要がわかる資料 

カ 補助事業に要する経費の見積書 

※外注、委託費は業務内容等が分かるようにしてください。 

※単価 100 万円以上（税抜き）の物品や委託には、原則として２社以上の見積書が必要

です。なお、合理的な理由により相見積りが取れない場合は、選定理由を具体的に明

記した「業者選定理由書（参考様式）」を添付してください。 

(３) 提出方法 

令和８年４月下旬から令和８年５月下旬までの間に電子データをメールで送付してくだ

さい。なお、容量が５MBを超える場合には、別途送付方法を指定いたしますので、事前に

ご連絡願います。 

 

【申請書類締切・提出先】 

※事務局の委託事業者が決定次第、記載いたします。 

 

(４) 申請書類の作成及び提出における注意事項 

ア 申請に係る経費は、応募者の負担となります。 

イ 申請書類に不備がある場合、再提出・追加提出していただきます。 

ウ 申請書類提出の前に、随時、事前相談（WEB会議を想定）が可能です。 

エ 再提出・追加提出を求めた際、指定する期間内に提出されない場合は辞退とみなしま

す。 

 

７ 審査 

(１) 審査方法 

県は、申請内容について、別に定める審査会において審査を行い、補助金の交付又は不

交付を決定します。 

(２) 審査の視点 

    補助金の目的に合致するか、新規性、優位性、市場性、実現性等。 

(３) 審査における注意事項 

補助金の交付又は不交付はメールにてお知らせします。審査の経過・結果に関するお問

合せには一切応じられません。 

 

８ 交付決定後の注意事項 

（１）補助事業者は、必ず交付決定日以降に事業に着手してください。なお、交付決定前に発

生した経費は補助の対象となりません。契約、発注、購入等の経費に紐づく行為も原則事

業に含まれるためご注意ください。 

（２）補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。）

は、補助事業が完了した日から起算して 30日を経過した日又は令和９年２月５日のいずれ

か早い日までに、実績報告書（様式第８号）を県に提出する必要があります。 
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（３）県は、実績報告書の提出後、それに基づく検査を経て補助金を支払する額が確定した場

合に補助金を支払います。ただし、事業の実施に必要があると認められる場合には、交付

決定額の 90パーセント以内の額を概算で支払うことができます。 

（４）補助事業者が交付申請書に記載した内容と異なる事業を行った場合（事前に県の承認を

受けた場合は除く。）や補助事業遂行の見込みがないと認められる場合には、補助事業の打

切りを命じることがあります。 

 

９ 補助事業者の義務等 

(１) 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理

と明確に区分して経理し、常にその状況をあきらかにし、補助事業の完了の日の属する年

度の終了後５年間、県の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかな

くてはなりません。 

(２) 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとする場合（経費の配分を大幅に変更しよ

うとするとき等）又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事前に承認を受

けなければなりません。 

(３) 補助事業者は県から求めがあった場合には、速やかに補助事業の遂行状況について、報

告しなければなりません。 

(４) 展示会への出展や新製品のリリース等を行う際は、「この事業は茨城県の補助事業に採

択されている」旨を表示してください。 

(５) 補助事業者は県から求めがあった場合には、広報活動に協力しなければなりません。 

（例：成果集の作成、県ホームページへの掲載等） 

(６) 補助事業者は実証実験の実施にあたり、十分に安全に配慮し、県が、安全対策が不十分

であると判断したときは、県の指導に基づいて改善しなければなりません。 

(７) 補助事業者は、事業終了後３年間、会計年度終了後毎、３か月以内に経過報告書（様式

12号）を提出しなければなりません。 

(８) 補助事業者は補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下、取得財産等）

について台帳を作成し、その保管状況を明らかにしなければなりません。 

（９) 補助事業者は取得財産等について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意

をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければなりません。 

なお、処分制限期間が経過するまで取得財産等を保存しなければなりません。 

（10) 補助事業者は処分制限期間において取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ

知事に承認を受けなければなりません。 

(11) 機械装置について、事業終了後は、生産転用前に知事への事前承認申請により承認を得

ることで、当事業に関連して開発した製品への生産転用をすることができるものとする。 

 

10 補助事業の取消し・返還 

補助事業者が、以下のいずれかに該当した場合又は補助事業の打切りがあった場合は、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。 

補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金

を返還することになります。 

(１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 
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(２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(３) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、法令若しくは交付決定に基づく命令に

違反したとき。 

(４) 補助事業に関して、不正、事務手続きの遅延、その他不適当な行為をしたとき。 

(５) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がな

くなったとき。 

(６) 茨城県暴力団排除条例（平成 22年茨城県条例第 36号）第２条第１号から同条第３号及

び同条第５号に規定する者に該当するに至ったとき。 

 

11 その他 

(１) 補助事業の進捗状況確認のため、実地検査に入ることがあります。 

(２) 補助対象事業として採択された場合、企業名、代表者名、所在地、電話番号、設立年月、

資本金、業種、従業員数、交付年度、補助金額、事業内容等について公表する場合があり

ます。 

 

12 募集に関する問合せ先 

※事務局の委託事業者が決定次第（４月下旬予定）、募集を開始いたします。 

 決定前までは、下記にお問い合わせください。 

茨城県 産業戦略部技術振興局 科学技術振興課 研究開発推進グループ 

〒310-8555 水戸市笠原町 978番６ 

電 話 029-301-2499（直通） 

Mail kagaku02@pref.ibaraki.lg.jp 


